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(57)【要約】
　低い濡れ性を有する物品が開示される。かかる物品は
、本体部分及び本体部分上に設けられた表面部分を含ん
でなる。表面部分は本体部分上に設けられた複数のフィ
ーチャーを含み、フィーチャーは表面部分が参照液体に
対して約１００度以上の接触角を生じるのに十分な濡れ
性を有するように選択されたサイズ、形状及び配向を有
する。フィーチャーは、高さ寸法（ｈ）及び幅寸法（ａ
）を有すると共に、間隔寸法（ｂ）で特徴づけられる互
いに離隔した関係で設けられている。ｂ／ａ比及びｈ／
ａ比は、液滴が準安定な非ウェンゼル挙動を示すような
ものである。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体部分及び本体部分上に設けられた表面部分を含んでなる物品であって、
　表面部分は本体部分上に設けられた複数のフィーチャーを含み、フィーチャーは表面部
分が参照液体に対して約１００度以上の接触角を生じるのに十分な濡れ性を有するように
選択されたサイズ、形状及び配向を有し、
　フィーチャーは高さ寸法（ｈ）及び幅寸法（ａ）を有し、フィーチャーは間隔寸法（ｂ
）で特徴づけられる互いに離隔した関係で設けられ、ｂ／ａ比及びｈ／ａ比は液滴が準安
定な非ウェンゼル挙動を示すようなものである、物品。
【請求項２】
ｂ／ａ比が、参照液体の液滴に関し、約４５度以下のロールオフ角を与えるのに十分な低
いピン止め力を維持するのに適している、請求項１記載の物品。
【請求項３】
ｂ／ａ比が約２０以下である、請求項１記載の物品。
【請求項４】
ｈ／ａ比が約０．５以下である、請求項１記載の物品。
【請求項５】
ｂ／ａ比が約０．３～約１０の範囲内にある、請求項１記載の物品。
【請求項６】
ｈ／ａ比が約０．５～約１０の範囲内にある、請求項５記載の物品。
【請求項７】
ａが約１ｎｍ～約５００μｍの範囲内にあり、ｈが約１ｎｍ～約５００μｍの範囲内にあ
り、ｂが約１ｎｍ～約５００μｍの範囲内にある、請求項１記載の物品。
【請求項８】
ａが約１～約１００μｍの範囲内にある、請求項７記載の物品。
【請求項９】
ａが約１０～約５０ｎｍの範囲内にあり、ｂ／ａが約３５０以下であり、ｈ／ａが約１０
０以下である、請求項１記載の物品。
【請求項１０】
ａが約５０～約５００ｎｍの範囲内にあり、ｂ／ａが約１００以下であり、ｈ／ａが約１
００以下である、請求項１記載の物品。
【請求項１１】
ａが約５００ｎｍ～約５μｍの範囲内にあり、ｂ／ａが約３５以下であり、ｈ／ａが約１
００以下である、請求項１記載の物品。
【請求項１２】
ａが約５～約５０μｍの範囲内にあり、ｂ／ａが約１０以下であり、ｈ／ａが約１００以
下である、請求項１記載の物品。
【請求項１３】
ａが約５０～約１００μｍの範囲内にあり、ｂ／ａが約３．５以下であり、ｈ／ａが約１
００以下である、請求項１記載の物品。
【請求項１４】
１以上のフィーチャーがさらに、該フィーチャー上に設けられた複
数の二次フィーチャーを含む、請求項１記載の物品。
【請求項１５】
各フィーチャーが該フィーチャー上に設けられた複数の二次フィーチャーを含む、請求項
１４記載の物品。
【請求項１６】
二次フィーチャーが高さ寸法（ｈ’）及び幅寸法（ａ’）を有し、二次フィーチャーが間
隔寸法（ｂ’）で特徴づけられる互いに離隔した関係で設けられ、ａ’が約１～約１００
０ｎｍの範囲内にあり、ｈ’が約１～約１０００ｎｍの範囲内にあり、ｂ’が約１～約１
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０００ｎｍの範囲内にある、請求項１５記載の物品。
【請求項１７】
複数のフィーチャーが、高さ（ｈ）、幅（ａ）及び間隔（ｂ）からなる群から選択される
１以上の寸法について多モード分布を有することで特徴づけられる、請求項１記載の物品
。
【請求項１８】
複数のフィーチャーの少なくとも部分集合が物品の本体部分から突出している、請求項１
記載の物品。
【請求項１９】
突出したフィーチャーの少なくとも部分集合が、立方体、直角プリズム、円錐、円柱、角
錐、台形プリズム及び半球又は他の球部分からなる群から選択される形状を有する、請求
項１８記載の物品。
【請求項２０】
フィーチャーが、セラミック、金属、金属間化合物及び半金属からなる群から選択される
１種以上の材料からなる、請求項１記載の物品。
【請求項２１】
表面部分が金属からなる、請求項１記載の物品。
【請求項２２】
フィーチャーが表面部分と同じ金属からなる、請求項２１記載の物品。
【請求項２３】
本体部分、表面部分及びフィーチャーが同じ金属からなる、請求項２２記載の物品。
【請求項２４】
複数のフィーチャーの少なくとも部分集合が本体部分中に設けられた複数のキャビティで
ある、請求項１記載の物品。
【請求項２５】
キャビティが細孔壁を境界とする細孔からなる、請求項２４記載の物品。
【請求項２６】
細孔壁が陽極処理金属酸化物からなる、請求項２５記載の物品。
【請求項２７】
陽極処理金属酸化物が酸化アルミニウムからなる、請求項２６記載の物品。
【請求項２８】
細孔壁が細孔壁に設けられた壁フィーチャーを含み、壁フィーチャーが壁から突出した構
造体及び壁中に設けられたくぼみからなる群から選択される１以上を含む、請求項２５記
載の物品。
【請求項２９】
壁フィーチャーが約１μｍ未満の特性寸法を有する、請求項２８記載の物品。
【請求項３０】
細孔壁が金属からなる、請求項２５記載の物品。
【請求項３１】
当該物品がさらに、表面部分上に設けられた表面エネルギー調整層を含む、請求項１記載
の物品。
【請求項３２】
表面エネルギー調整層がイオン注入金属からなる、請求項３１記載の物品。
【請求項３３】
イオン注入金属が、Ｂ、Ｎ、Ｆ、Ｏ、Ｃ、Ｈｅ、Ａｒ及びＨからなる群から選択される１
種以上の元素の注入イオンを含む、請求項３２記載の物品。
【請求項３４】
表面エネルギー調整層が窒化材料又は炭化材料からなる、請求項３１記載の物品。
【請求項３５】
表面エネルギー調整層がフィーチャー上に設けられたコーティングからなる、請求項３１
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記載の物品。
【請求項３６】
コーティングが、疎水性ハードコート、フッ素化材料及びポリマーからなる群から選択さ
れる１種以上の材料からなる、請求項３０記載の物品。
【請求項３７】
疎水性ハードコートが、ダイヤモンド様炭素（ＤＬＣ）、フッ素化ＤＬＣ、酸化タンタル
、炭化チタン、窒化チタン、窒化クロム、窒化ホウ素、炭化クロム、炭化モリブデン、炭
窒化チタン及び窒化ジルコニウムからなる群から選択される材料からなる、請求項３６記
載の物品。
【請求項３８】
当該物品がタービンアセンブリの部品からなる、請求項１記載の物品。
【請求項３９】
タービンアセンブリが、風力タービン、ガスタービン及び蒸気タービンからなる群から選
択される、請求項３８記載の物品。
【請求項４０】
ガスタービンが航空機エンジン内に設けられている、請求項３９記載の物品。
【請求項４１】
部品が、ナセルのリップ、スプリッターの前縁、ブースターの前置静翼、ファンの後置静
翼、ファンブレード、センサー及びセンサーシールドからなる群から選択される１以上の
部品である、請求項４０記載の物品。
【請求項４２】
部品が翼形部を含む、請求項３８記載の物品。
【請求項４３】
当該物品が航空機上に設けられている、請求項１記載の物品。
【請求項４４】
当該物品が航空機主翼、航空機尾翼又は航空機胴体からなる、請求項４３記載の物品。
【請求項４５】
当該物品が、タービンブレード、風速計及び歯車箱からなる群から選択される風力タービ
ンアセンブリ部品からなる、請求項１記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低い液体濡れ性を有する表面に関する。さらに詳しくは、本発明は、低い濡
れ性を与えるように設計されたテクスチャーを組み込んだ表面に関する。本発明はまた、
かかる表面を含む物品並びにかかる物品及び表面の製造方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体表面の「液体濡れ性」又は「濡れ性」は、表面と表面上に配置された所定液体の液
滴との間に起こる相互作用の性質を観察することで決定される。液体に対して高い濡れ性
を有する表面は、液滴が表面の比較的広い範囲にわたって広がるのを許す傾向（それによ
って表面を「濡らす」傾向）を示す。極端な場合には、液滴は表面を覆う膜をなして広が
る。他方、表面が液体に対して低い濡れ性を有する場合には、液体は明確に形成されたボ
ール形の液滴を維持する傾向を示す。極端な場合には、液体は表面上に球状の液滴を形成
し、これはほんのわずかな外乱で表面から容易に転がり落ちる。
【０００３】
　液体が固体表面を濡らすことができる程度は、液体及び固体が互いにどのような相互作
用を示すかを判定する上で重要な役割を演じる。高度の濡れは比較的大きい液体－固体接
触面積をもたらし、２つの表面間で多くの相互作用が起こることが有益である用途（例え
ば、接着用途及び被覆用途）において望ましい。例えば、いわゆる「親水性」材料は水の
存在下で比較的高い濡れ性を有していて、固体表面上において高度の水の「シート化」を
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もたらす。逆に、低い固体－液体相互作用を要求する用途では、固体表面に対して最小の
接触面積を有する液滴の形成を促進するために濡れ性は一般にできるだけ低く保たれる。
「疎水性」材料は比較的低い水濡れ性を有する。いわゆる「超疎水性」材料はさらに一段
と低い水濡れ性を有していて、場合によっては、水滴と固体表面との相互作用の性質のた
めに表面に衝突する水のすべてをはじくように見えることもある表面を生じる。
【０００４】
　注文通りに調整された表面特性を有する物品は、輸送、化学処理、健康管理及び織物の
ような分野における広範囲の用途で使用されている。これらの用途の多くは、物品表面と
各種液体との相互作用を低減させるため、比較的低い液体濡れ性を有する表面をもった物
品の使用を必要とする。特に、低い抗力又は低い摩擦、セルフクリーニング能力、並びに
着氷、汚損及び曇りに対する抵抗性を始めとする性質を有する表面を生じるために材料の
濡れ性が調整されることがある。
【０００５】
　金属は一般に水のような常用液体に対して高い濡れ性を有するので、金属部品は着氷、
汚損などを受けやすい。耐濡れ性の高い金属物品の表面を形成することに捧げられた研究
の多くは、疎水性で大抵はポリマーのコーティングの使用に依存していた。これらのコー
ティングは、有効ではあるが、低い耐摩耗性及び温度性能のために実際の用途が限定され
ることが多い。
【０００６】
　したがって、低い液体濡れ性を有する耐久性表面をもった物品（例えば、金属物品）に
対するニーズが存在している。さらに、かかる表面及びかかる表面をもった物品の製造方
法に対するニーズも存在している。
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／０２２１０７２号明細書
【特許文献２】米国特許第６６２３２４１号明細書
【非特許文献１】“Dropwise Condensation Heat Transfer on Ion Implanted Metallic 
Surfaces”, Alfred Leipertz , K-H Choi and Liv Diezel
【非特許文献２】“Advances in Dropwise Condensation Heat Transfer: Chinese Resea
rch”, X. Ma., J.W. Rose, D. Xu, J. Lin and B. Wang, Chemical Engineering Journa
l 78 (2000) 87-93
【非特許文献３】“Transition Between Superhydrophobic States on Rough Surfaces”
, N. Patankar, Langmuir 2004, 20, 7097-7102
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、上記その他のニーズに応えるものである。例えば、一実施形態は
、本体部分及び本体部分上に設けられた表面部分を含んでなる物品である。表面部分は本
体部分上に設けられた複数のフィーチャーを含み、フィーチャーは表面部分が参照液体に
対して約１００度以上の接触角を生じるのに十分な濡れ性を有するように選択されたサイ
ズ、形状及び配向を有する。フィーチャーは、高さ寸法（ｈ）及び幅寸法（ａ）を有する
と共に、間隔寸法（ｂ）で特徴づけられる互いに離隔した関係で設けられている。ｂ／ａ
比及びｈ／ａ比は、液滴が準安定な非ウェンゼル挙動を示すようなものである。
【０００８】
　本発明の上記その他の特徴、態様及び利点は、添付の図面を参照しながら以下の詳細な
説明を読んだ場合に一層良く理解されよう。図面全体を通じて、同じ符号は類似の部分を
表している。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下の説明では、図面中に示す複数の図のすべてにわたり、同じ参照符号は類似の又は
対応する部分を表している。また、「上部」、「下部」、「外方」、「内方」などの用語
は便宜上の言葉であって、限定的な用語と解すべきでないことはもちろんである。さらに
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、本発明の特定のフィーチャーがある群の複数の構成要素の１以上又はこれらの組合せを
含むか或いはそれからなるといわれる場合には、かかるフィーチャーがその群の構成要素
のいずれかを単独で又はその群のいずれか他の構成要素と共に含むか或いはそれからなり
得ることはもちろんである。
【００１０】
　図面全般、特に図１について述べれば、これらの図は本発明の特定の実施形態を説明す
るためのものであり、本発明を限定するものでないことはもちろんである。図１は、本発
明の物品の表面の概略断面図である。物品１００は、本体部分１１０上に設けられた表面
部分１２０を含んでいる。幾つかの実施形態では、表面部分は金属からなる。本明細書中
で使用する「金属」という用語は、元素態金属材料又は合金のような金属材料を意味する
。好適な金属には、例えば、鉄、ニッケル、コバルト、クロム、アルミニウム、銅、チタ
ン、白金又はその他適宜の金属元素を含む金属がある。幾つかの実施形態では、表面部分
１２０は本質的に金属からなる。即ち、表面部分１２０上にいかなるコーティングも設け
られない。下記に一層詳しく説明する他の実施形態では、コーティング又は他の表面エネ
ルギー調整材料が表面部分１２０に付加される。
【００１１】
　表面部分１２０はさらに、本体部分１１０上に設けられた複数のフィーチャー１３０を
含んでいる。これらのフィーチャー１３０は、表面部分１２０が低い液体濡れ性を有する
ように選択されたサイズ、形状及び配向を有している。表面１２０の液体濡れ性の一般に
認められている尺度の１つは、表面１２０と、表面１２０及び液滴１５０の接触点におい
て参照液体の液滴１５０の表面に対する接線１４５との間に形成される静止接触角１４０
の値である。接触角１４０の値が大きいことは、表面１２０上での参照液体に対する濡れ
性が低いことを表す。参照液体は、興味の対象となる任意の液体であり得る。多くの用途
では、参照液体は水である。他の用途では、参照液体は１種以上の炭化水素（例えば、油
、石油、ガソリン、有機溶媒など）を含む液体である。上述のように、「超疎水性」とい
う用語は、水に対して非常に低い濡れ性を有する表面を記述するために使用する。本明細
書中で使用する「超疎水性」という用語は、水に対して約１２０度を超える静止接触角を
生じる表面をいうものと理解される。濡れ性は一部では参照液体の表面張力に依存するの
で、所定の表面は様々な液体に対して異なる濡れ性を有すること（したがって異なる接触
角を形成すること）がある。本発明の実施形態に係る表面部分１２０は、参照液体に対し
て約１００度以上の接触角１４０を生じるのに十分な濡れ性を有するが、この接触角は平
坦な金属表面に関して通例測定される接触角よりかなり大きい。
【００１２】
　上述の通り、フィーチャー１３０のサイズ、形状及び配向は、物品１００の表面部分１
２０が著しく低い濡れ性を示すように選択される。かかる選択は、液体と固体粗面との相
互作用の基礎となる物理学に基づいている。液滴は、通例、複数の平衡状態のいずれか１
つでテクスチャー化表面上に存在する。図２Ａに示される「カッシー(Cassie)」状態では
、液滴２００は粗面２１０の突起上に着座して突起間にエアポケットを閉じ込める。図２
Ｂに示される「ウェンゼル(Wenzel)」状態では、液滴２００は表面２１０全体を濡らして
突起間の空隙を液体で満たす。他の平衡状態は、一般に純粋なカッシー挙動と純粋なウェ
ンゼル挙動との中間状態として想定でき、液滴は粗面フィーチャー間の空隙を部分的に満
たす。本明細書中で使用する「非ウェンゼル」という用語は、純粋なウェンゼル状態の挙
動を示さない任意の状態をいう。したがって、「非ウェンゼル」という用語は、純粋なカ
ッシー状態の挙動及び純粋なウェンゼル挙動を示さない任意の中間状態を包含する。
【００１３】
　表面上の液滴が取る特定の状態は液滴／固体系の総合エネルギーに依存し、これはまた
固体の粗面フィーチャーの幾何学的特性（例えば、サイズ、形状及び配向）の関数である
。例えば、カッシー状態がウェンゼル状態より低いエネルギーを与える場合、衝突する液
滴はほぼ常にカッシー状態の挙動を示す。しかし、ウェンゼル状態が低いエネルギーを与
える場合であっても、２つの状態の間にはエネルギー障壁が存在し、「準安定な」非ウェ
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ンゼル状態から最終的に低エネルギーのウェンゼル状態への遷移を達成するためにはエネ
ルギーの入力が必要であるので、非ウェンゼル状態の挙動はなおも維持されることがある
。表面の幾何学的形状とエネルギーとの関係を理解すれば、固体表面上で液体が示す接触
角及び湿潤状態挙動のタイプを始めとして、所望の湿潤特性が得られるように表面を設計
することができる。
【００１４】
　一般に、非ウェンゼル状態の液滴の相当部分は現実の表面ではなくエアポケットに接触
しているので、非ウェンゼル状態は、固体表面に対する液滴の付着力の低下が有利である
用途（例えば、着氷防止表面、セルフクリーニング表面及び耐抗力表面）にとってより望
ましい。本発明の幾つかの実施形態に従えば、物品１００の表面部分１２０は、表面部分
１２０上に配置された参照液体の液滴に関し、非ウェンゼル状態の液滴挙動（例えば、カ
ッシー状態の液滴挙動）がウェンゼル状態の液滴挙動より低いエネルギー状態にあるよう
に、即ち非ウェンゼル状態が安定な状態であるように設計される。別法として、表面部分
１２０は、上述のように非ウェンゼル状態の液滴挙動が準安定状態であるように設計する
こともできる。かかる場合には、表面部分は、準安定な非ウェンゼル状態の挙動からウェ
ンゼル状態の挙動への遷移を行う際に大きなエネルギー障壁に打ち勝たなければならない
ように設計される。準安定な非ウェンゼル状態の挙動を得るための設計は、ある種の条件
下でウェンゼル状態の液滴が生じる可能性をもたらすものの、かかる設計は下記に一層詳
しく記載するような他の利点を有し得る。フィーチャー１３０のサイズ、形状及び配向は
、表面部分上に配置された液滴の接触角に対してばかりでなく、液滴の挙動が安定な非ウ
ェンゼル状態、準安定な非ウェンゼル状態又は安定なウェンゼル状態のいずれにあるかに
対しても強い影響を及ぼす。
【００１５】
　フィーチャー１３０（図１）のサイズは、幾つかのやり方で特徴づけることができる。
幾つかの実施形態では、図３に示すように、複数のフィーチャー１３０の少なくとも部分
集合は物品の本体部分１１０上に突出している。さらに、幾つかの実施形態では、複数の
フィーチャーの少なくとも部分集合は本体部分１１０中に設けられた複数のキャビティ３
００である。フィーチャー１３０は高さ寸法（ｈ）３１０を有するが、これは本体部分１
１０上に突出しているフィーチャーの高さを表すか、或いは（キャビティ３００の場合に
は）キャビティが本体部分１１０中に延在する深さを表す。フィーチャー１３０は、さら
に幅寸法（ａ）３３０を有する。幅寸法の正確な性質はフィーチャーの形状に依存するが
、フィーチャーが物品の表面上に配置された液滴に自然に接触している地点におけるフィ
ーチャーの幅であると定義される。フィーチャー１３０の高さ及び幅パラメーターは、表
面部分１２０上で観察される湿潤挙動に大きな影響を及ぼす。
【００１６】
　多種多様のフィーチャー形状がフィーチャー１３０として使用するのに適している。幾
つかの実施形態では、フィーチャー１３０の少なくとも部分集合は、立方体、直角プリズ
ム、円錐、円柱、角錐、台形プリズム及び半球又は他の球部分からなる群から選択される
形状を有する。これらの形状は、フィーチャーが突起３２０又はキャビティ３００のいず
れであっても好適である。例えば、特定の実施形態では、フィーチャーの少なくとも部分
集合は、数十ナノメートル以下に限定された横方向サイズ及び限定されない縦方向サイズ
を有する構造体であるナノワイヤからなる。各種材料のナノワイヤの製造方法は当技術分
野で公知であり、例えば、基体上への化学蒸着を含んでいる。ナノワイヤは、表面部分１
２０上に直接成長させてもよいし、或いは独立の基体上に成長させ、（例えば、超音波処
理の使用で）その基体から取り除き、溶媒中に入れ、溶媒を表面部分上に配置して乾燥さ
せることで表面部分１２０上に移してもよい。
【００１７】
　次に図４について述べれば、突起状のフィーチャー３２０は、フィーチャー３２０が本
体部分１１０に結合している位置にある底面４１０と上面４２０との間に延在する側壁４
００によって特徴づけられる。上面４２０及び側壁４００は交わって角４３０を形成する
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。幾つかの実施形態では、角４３０は約９０度以下である。約９０度を超える角も幾つか
の実施形態では好適であるものの、ある種の条件下では、かかる構成は角４３０は約９０
度以下である場合よりもウェンゼル状態の湿潤に耐えられないことがある。キャビティ３
００もまた、本体部分１１０の表面４６０に位置するキャビティ開口４５０とキャビティ
底面４７０との間に延在するキャビティ側壁４４０によって特徴づけられる。底部４７０
及び側壁４４０は交わってキャビティ角４８０を形成する。幾つかの実施形態では、角４
３０に関して上述したのと同じ理由により、角４８０は約９０度以下である。
【００１８】
　フィーチャー配向は、本発明の実施形態に従って表面濡れ性を設計する際における追加
の考察事項である。フィーチャー配向の重要な特性の１つは、フィーチャーの間隔である
。図３について述べれば、幾つかの実施形態では、フィーチャー１３０は間隔寸法（ｂ）
３５０で特徴づけられる互いに離隔した状態で設けられている。間隔寸法３５０は、２つ
の最も近くに隣り合ったフィーチャーの縁端間の距離と定義される。配向の他の特性（例
えば、上面４２０（又はキャビティについては底面４７０）が表面４６０との平行状態か
らずれている程度、或いはフィーチャー１３０が表面４６０に対する垂直方向からずれて
いる程度）を考察することもできる。
【００１９】
　幾つかの実施形態では、複数のフィーチャー１３０のすべてがｈ、ａ及び／又はｂに関
して実質的に同じ値を有する（「規則アレイ」）が、これは一般的な要件でない。例えば
、複数のフィーチャー１３０は、サイズ、形状及び／又は配向のランダム分布を示すフィ
ーチャーの集合体（例えば、ナノワイヤ）であり得る。さらに、幾つかの実施形態では、
複数のフィーチャーはｈ、ａ、ｂ又はこれらの任意の組合せが多モード分布（例えば、二
モード又は三モード分布）を示すことで特徴づけられる。かかる分布は、一定範囲の液滴
サイズに遭遇する環境中において濡れ性の低下をもたらし得るので有利である。かくして
、濡れ性に対するｈ、ａ及びｂの効果の推定は、これらのパラメーターの分布特性を考慮
に入れることで最もよく実行される。確率分布を表す変数を用いて解析を行うための技法
（例えば、モンテカルロシミュレーション法）は当技術分野で公知である。かかる技法は
、本発明の物品で使用するためのフィーチャー１３０を設計する際に適用できる。したが
って、個々のフィーチャーではなく複数のフィーチャーに関してａ、ｂ、ｈなどのパラメ
ーターが本明細書中に記載される場合、これらのパラメーターは母集団と見なされる複数
のフィーチャーに関する中央値を表すものと解すべきであることが理解されよう。
【００２０】
　液滴サイズがフィーチャー１３０のサイズよりずっと大きい場合、液滴と表面部分１２
０との相互作用の物理学を解析すれば、ｂ／ａ比及びｈ／ａが湿潤挙動に大きな影響を及
ぼすことがわかる。例えば、Ｎ．Ａ．Ｐａｔａｎｋａｒ，Ｌａｎｇｍｕｉｒ　２００４，
２０，７０９７－７１０２を参照されたい。上述の通り、幾つかの実施形態では、表面部
分１２０は非ウェンゼル状態の挙動がエネルギー的に安定な状態であるように設計される
。かかる実施形態では、ｂ／ａ比及びｈ／ａは、表面部分上に配置された参照液体の液滴
に関し、非ウェンゼル状態の液滴挙動（例えば、カッシー状態の挙動）がウェンゼル状態
の液滴挙動より低いエネルギー状態にあり、かくして液滴が非ウェンゼル状態の挙動を示
すように設計される。これは、相対間隔パラメーター（ｂ／ａ）を強制的に非常に小さい
値に設定することで達成されることが多い。
【００２１】
　液滴状態を純粋なカッシー状態に維持することは幾つかの用途で有利であり得るが、物
品の実際の濡れ性能を決定する上では液滴状態以外の因子が重要な役割を演じる。低濡れ
性表面（例えば、セルフクリーニング表面及び着氷防止表面）に関する用途の多くは、大
きい接触角ばかりでなく、液滴の容易なロールオフを促進するために液滴と表面との間に
おける低レベルの摩擦及び他の接触力も要求する。カッシー状態を維持するために要求さ
れる小さい相対間隔（ｂ／ａ）値では、表面部分１２０上における高密度のフィーチャー
１３０が大きい固体－液体接触面積をもたらす。大きい接触面積は、液滴を表面に付着し
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た状態に保つように作用する接触力（「ピン止め力」）を生じ、接触角が比較的大きい場
合でも液滴のロールオフを妨げることがある。
【００２２】
　本発明者らは、大きい接触角（低い濡れ性）及び液滴の容易なロールオフを示す表面テ
クスチャーを生じるための設計方法を開発した。使用環境に基づいて材料を適正に選択す
ることに加えてｂ／ａ及びｈ／ａを適正に選択することで、表面に衝突した液滴が非ウェ
ンゼル湿潤を示すと共に容易なロールオフ挙動を示すように表面を設計できる。ｂ／ａの
増加に伴い、液滴挙動は（液滴が元来は非ウェンゼル液滴であると仮定して）安定な非ウ
ェンゼル状態から準安定な非ウェンゼル状態に変化するが、フィーチャー密度の減少のた
めに固体－液体接触線長さは減少する。結果として生じるピン止め力の減少により、液滴
は大きい固体－液体接触線長さを有する表面の場合よりも容易に表面から転がり落ちる。
【００２３】
　ロールオフの容易さは、液滴が表面から転がり落ちるまでに必要な水平位置からの傾斜
角を求めることで測定できる。ほぼ垂直な傾斜を要求する液滴は表面に対して高度にピン
止めされているのに対し、容易なロールオフを示す液滴は表面から転がり落ちるために非
常にわずかな傾斜角しか要求しない。幾つかの実施形態では、液滴は、液滴を引く重力が
液滴を表面にピン止めする力に等しくなった時点で表面から転がり落ちる。このような状
況は、下記の式で表すことができる。
【００２４】
　　　ρＶｇ(ｓｉｎα) ＝ ２πμβｒ　　　　　（１）
式中、ρは液体の密度、Ｖは液滴の体積、ｇは重力定数、αは水平位置からの傾斜角、μ
はピン止めパラメーター、βはピン止めされた接触線の分率、ｒは基体に対する液滴の接
触領域の半径である。ピン止めパラメーターμは表面テクスチャーに無関係の材料定数で
あるが、β及びｒはテクスチャーの関数である。幾つかの実施形態では、テクスチャーは
フィーチャー１３０のパラメーターａ、ｂ及びｈで表される。液滴が球状であると仮定し
た場合、式（１）は次のように書き直すことができる。
【００２５】
【数１】

式中、
【００２６】
【数２】

であり、θは平衡接触角であり、βは表面の幾何学的形状の関数である。βに関する式は
、使用するフィーチャーの幾何学的形状から簡単に導くことができる。例えば、フィーチ
ャーが幅ａかつ間隔ｂの直角プリズムである単純な状況下にあるカッシー状態の液滴に関
しては、βは次式で表される。
【００２７】

【数３】

式中、Ｃは主として固体表面に対する液体の接触で画成される領域の形状に依存する定数
である。
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【００２８】
　図５は、上記の解析結果を確認することを目標とした研究の結果を示している。シリコ
ン基体に、リソグラフィーにより、約１５μｍの幅（ａ）及び約５～約１５０μｍの範囲
内の様々な間隔（ｂ）を有する直角プリズム形フィーチャーを設けた。次いで、かかる基
体を液体フルオロシランの入ったバイアルと共にチャンバー内に配置した。チャンバーを
排気することで、液体を蒸発させ、気相からシリコン基体上に凝縮させ、それによって表
面上に疎水性フィルムを形成した。水滴が表面から転がり落ちるために必要な傾斜角を、
フィーチャーの間隔パラメーターの関数として記録した。図５に示すように、ｓｉｎ（α
）とβ・ｆ（θ）との関係は明らかに直線状であり、上記式（３）に示された関係がこの
タイプのテクスチャー化表面に関する液滴のロールオフを予測することを示唆している。
解析結果に基づき、パラメーターμはこの研究で使用した材料について約０．０１３Ｎ／
ｍであると推定された。
【００２９】
　当技術分野で公知の通り、傾斜した基体上の液体は、多くの場合に２つの異なる接触角
を示す。即ち、液滴の低い側（液滴が斜面を滑り落ちる時に前縁となる側）における前方
接触角及び液滴の高い側における後方接触角である。ピン止めパラメーターμは、前方及
び後方接触角に対するそれの理論的関係に基づいて容易に計算できる。ピン止めパラメー
ターは、液滴の前縁（下端）では固体と蒸気との間の表面張力（σSV）と同じ方向に働く
力として、また液滴の後縁（上端）ではσSVの反対方向に働く力としてモデル化される。
当技術分野で一般に知られている力のバランスを適用することにより、蒸気環境の存在下
で固体表面上に位置する液滴に働く力を記述する。
【００３０】
　傾斜した基体上の前端に関しては、次式のようになる。
【００３１】
【数４】

　傾斜した基体上の後端に関しては、次式のようになる。
【００３２】
【数５】

　２つの式を加算すれば、下記の式が得られる。
【００３３】
【数６】

式中、θA及びθRはそれぞれ前方及び後方接触角であり、σLVは蒸気と液体との間の表面
張力である。水及び空気に関しては、この値は約０．０７３Ｎ／ｍであることが知られて
いる。かくして、直上の式に関し、ピン止めパラメーターは以下の手順を用いて容易に計
算できる。即ち、１）興味の対象となる基体材料からなる平滑面を用意し、２）θA及び
θR（それぞれ前方及び後方接触角）を測定し、３）上記の式を用いてμを計算する。
【００３４】
　μがわかれば、上記の式（２）及び（３）を用いて、既知の幾何学的形状のフィーチャ
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ーを有する表面のロールオフ角を予測できる。最大ロールオフ角（即ち、ロールオフに対
する最大許容抵抗力）が得られる相対間隔ｂ／ａの下限を設定できる。相対間隔ｂ／ａは
そこから増加することができ、それによってロールオフに対する抵抗力がさらに小さい表
面が得られる。しかし、相対間隔は、液滴が準安定な非ウェンゼル挙動を示すのを止める
時点（即ち、間隔が多くなりすぎて液体がフィーチャー間の空隙を満たし始める時点）で
上限に達する。この時点に達するのは、内部（ラプラス）圧力プラス（例えば、衝突速度
に由来する）何らかの動圧に原因する液滴中の圧力が表面の幾何学的形状によって与えら
れる非ウェンゼル状態とウェンゼル状態との間のエネルギー障壁に打ち勝つのに十分とな
る場合である。結局、これは液滴を非ウェンゼル状態に維持する表面張力を画定する。
【００３５】
　非ウェンゼル状態の挙動を準安定条件に維持する能力は、非ウェンゼル状態とウェンゼ
ル状態との間に存在するエネルギー障壁に依存し、これは主としてｂ／ａ及びｈ／ａの選
択で決定される。幾つかの実施形態では、ｂ／ａは約０．３～約１０の範囲内にあり、ｈ
／ａは約０．５～約１０の範囲内にある。特定の実施形態では、これらの範囲は、ａが約
１～約１００μｍの範囲内にありかつ基体材料が約９０度を超える固有接触角（即ち、平
滑面に関して測定される接触角）を有するポスト形フィーチャーに関して使用される。十
分な大きさのエネルギー障壁を生じることで、大きい衝突速度に原因する運動エネルギー
のような高いエネルギーを有する液滴に関してもウェンゼル状態への遷移を著しく妨げる
ことができる。幾つかの実施形態では、ｂ／ａはさらに参照液体の液滴に対して低いピン
止め力を維持するように選択される。上述の通り、ピン止め力は、基体からの液滴のロー
ルオフを引き起こすために必要な水平位置からの表面傾斜角を測定することで求められる
。特定の実施形態では、低いピン止め力とは、ロールオフ角が約４５度以下である場合と
して定義される。
【００３６】
　液体の少なくとも一部が衝突ではなく凝縮によって物品１００上に配置される用途では
、特にフィーチャー１３０が物品１００上に凝縮する液滴のサイズより大きい場合、液体
の少なくとも一部はウェンゼル状態の挙動を示す可能性がある。このような場合には、ロ
ールオフを達成するのが純粋なカッシー液滴の場合より難しくなることがある。しかし、
上述のように、液滴とフィーチャー１３０との低摩擦相互作用が満足すべきロールオフを
可能にするのに十分な程度に小さくなるように表面を設計することがなお可能である。凝
縮を伴う用途には、例えば、凝縮装置及び蒸気タービン部品があり、かかる用途は本明細
書中で一層詳しく後述される。
【００３７】
　ａ、ｂ及びｈに関して選択される値は用途に依存し、少なくとも凝縮より液滴の衝突を
伴う用途に関しては、選択は通常はこれらのパラメーターが予想される液滴サイズより顕
著に小さくなるように行われる。幾つかの実施形態では、ａ、ｂ及びｈはいずれも約１ｎ
ｍ～約５００μｍの範囲内にある。特定の実施形態では、ａは約１０ｎｍ～約１００ミク
ロンの範囲内にある。幾つかの実施形態では、ｂ／ａ比は約２０以下であり、特定の実施
形態では、ｂ／ａは約１０以下である。しかし、準安定な非ウェンゼル液滴挙動を維持す
ることを考察すれば、準安定な非ウェンゼル状態と安定な（低エネルギーの）ウェンゼル
状態との間の有効活性化エネルギー障壁を維持するため、ｂ／ａパラメーターの選択がａ
に関する特定の範囲に依存するような実施形態が導かれる。さらに詳しくは、幾つかの実
施形態では、ｂ／ａは表面に接触する液滴に作用する約１００パスカル（Ｐａ）超の毛管
圧力を与えるように選択される。１００Ｐａの最小圧力は、準安定な非ウェンゼル状態か
らウェンゼル状態への液滴状態の転移を促進するように作用するラプラス圧力及び重力に
打ち勝つのに十分な抵抗力を与えることができる。したがって、幾つかの実施形態では、
ａは約１０～約５０ｎｍの範囲内にあり、ｂ／ａは約３５０以下であり、ｈ／ａは約１０
０以下である。幾つかの実施形態では、ａは約５０～約５００ｎｍの範囲内にあり、ｂ／
ａは約１００以下であり、ｈ／ａは約１００以下である。幾つかの実施形態では、ａは約
５００ｎｍ～約５μｍの範囲内にあり、ｂ／ａは約３５以下であり、ｈ／ａは約１００以
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下である。幾つかの実施形態では、ａは約５～約５０μｍの範囲内にあり、ｂ／ａは約１
０以下であり、ｈ／ａは約１００以下である。最後に、幾つかの実施形態では、ａは約５
０～約１００μｍの範囲内にあり、ｂ／ａは約３．５以下であり、ｈ／ａは約１００以下
である。ｈ／ａ比の上限は、製造が可能であること、並びにある種の用途で応力及び衝撃
に耐え得る頑強なフィーチャーが必要であることによって決定される。幾つかの実施形態
では、ｈ／ａは０．５以上である。
【００３８】
　多くの用途では、部分的には衝突する液滴が一層小さい液滴に分裂したり、或いは一定
範囲の液滴サイズが本質的に環境中に存在することにより、上述した効果を維持するため
に小さいサイズスケールのフィーチャーの存在が必要となるので、多重サイズスケールの
フィーチャーが望ましい。その上、多重サイズスケールのフィーチャーの存在は、上述の
ようにテクスチャー化した表面に関して得られる低濡れ性効果を拡大し、フィーチャーサ
イズ、形状及び配向の一層広い許容範囲を可能にする。図６に示すように、幾つかの実施
形態では、１以上のフィーチャー１３０がフィーチャー１３０上に設けられた複数の二次
フィーチャー５００を含んでいる。特定の実施形態では、二次フィーチャー５００は各々
のフィーチャー１３０上に設けられている。図６に図示した例は同一の二次フィーチャー
５００の規則アレイを示しているが、かかる配列は一般的な要件でない。ランダム配列並
びにサイズ、形状及び配向の他の分布も、特定の用途にとっては適当であり得る。二次フ
ィーチャー５００は、側壁を含むフィーチャー１３０の任意の表面上に設けることができ
、またフィーチャー１３０間の空隙内部の表面部分上にも設けることができる。二次フィ
ーチャー５００は、フィーチャー基線平面５１０を基準とした高さ寸法ｈ’（二次フィー
チャーは平面５１０から上方に突出しているか、或いは平面５１０から下方に深さｈ’を
有するようにしてフィーチャー１３０中に設けられたキャビティである。）、幅寸法ａ’
及び間隔寸法ｂ’によって特徴づけることができる。これらのパラメーターはいずれも上
述のａ、ｂ及びｈと同様に定義される。パラメーターａ’、ｂ’及びｈ’は、所望の用途
に特有の条件に基づいて選択されることが多い。幾つかの実施形態では、ａ’、ｂ’及び
ｈ’はいずれも約１～約１０００ｎｍの範囲内にある。
【００３９】
　多重サイズスケールフィーチャーの別の例を図７に示す。この例では、細孔６００は本
体部分１１０上に設けられたキャビティ形フィーチャーである。細孔は連続細孔（「開放
気孔」）であっても独立細孔（「閉鎖気孔」）であってもよい。細孔のサイズ、形状及び
配向は、所望用途の要件に基づいて選択される。幾つかの実施形態では、約５００μｍ以
下の幅（細孔径）を有し、他の実施形態では、細孔は直線１インチ当たり約６０細孔（ｐ
ｐｉ）以上の密度を有する。幾つかの実施形態で好適であり得る多孔質表面の例には、Ｐ
ｏｒｖａｉｒ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社から商業的に入手できる連
続気泡メタルフォーム、及び三菱マテリアル社から商業的に入手できる連続気泡グラジエ
ントメタルフォームがある。細孔６００は、金属からなる細孔壁６１０を境界とする。こ
の例示的な実施形態では、細孔壁は細孔壁６１０に設けられた細孔壁フィーチャー６２０
を含んでいる。細孔壁フィーチャー６２０は、細孔壁６１０から突出した構造体又は壁中
に設けられたくぼみであり得る。幾つかの実施形態では、細孔壁フィーチャーは１μｍ未
満の特性寸法（例えば、上述の高さｈ’、幅ａ’又は間隔ｂ’）を有する。
【００４０】
　表面部分１２０（図１）は金属からなる。本発明の幾つかの実施形態では、フィーチャ
ー１３０は金属、金属間化合物及び半金属からなる群から選択される材料からなる。他の
実施形態では、フィーチャー１３０は非金属（例えば、セラミック又はポリマー）からな
る。これらの材料の多くは多くの重要な液体（例えば、水及び油）に対して中位乃至高度
の固有濡れ性（即ち、公称的に平坦な表面に関して測定された濡れ性）を有するが、本発
明の実施形態に従って物品表面を改造すれば、かかる材料から作られた物品の濡れ性を顕
著に低下させることができる。表面部分１２０及びフィーチャー１３０を形成するための
好適な金属の例には、特に限定されないが、アルミニウム、銅、鉄、ニッケル、コバルト



(13) JP 2009-509794 A 2009.3.12

10

20

30

40

50

、金、白金、チタン、亜鉛、スズ、及びこれらの元素の１種以上を含む合金（例えば、鋼
、高温超合金及びアルミニウム合金）がある。好適な金属間化合物の例には、特に限定さ
れないが、上述した元素の１種以上を含む化合物（例えば、アルミニウム化物や他の金属
間化合物）がある。シリコンが好適な半金属の非限定的な一例である。幾つかの実施形態
では、表面部分１２０はフィーチャー１３０と同じ金属からなる。特定の実施形態では、
本体部分１１０、表面部分１２０及びフィーチャー１３０は一体であり、同一の金属組成
物からなる。
【００４１】
　フィーチャー１３０は、幾つかの方法で物品１００上に形成しかつ設けることができる
。幾つかの実施形態では、フィーチャー１３０は物品１００の表面部分１２０上に直接形
成される。他の実施形態では、フィーチャー１３０を本体部分１１０から独立して形成し
、次いで表面部分１２０として本体部分１１０上に設ける。本体部分１１０上へのフィー
チャー１３０の配設は、フィーチャー１３０を個別に結合することで行うことができる。
或いは、フィーチャーをシート、箔又は他の適当な媒体上に配設し、次いでかかる媒体を
本体部分１１０に結合してもよい。いずれの場合の結合も、特に限定されないが、溶接、
ろう付け、機械的結合、或いはエポキシ系又は他の接着剤による接着結合のような任意適
宜の方法で達成できる。
【００４２】
　フィーチャー１３０の配設は、物品の表面上に材料を堆積させること、表面から材料を
除去すること、或いは堆積及び除去の組合せによって達成できる。表面に対して材料を付
加又は除去するためには、当技術分野で多くの方法が知られている。例えば、適当な媒体
／工具及び表面材料を選択すれば、研削、グリットブラスチング又はショットピーニング
のような機械的操作による表面の単純な粗面化が好適であり得る。かかる操作は一般に表
面上に分布したランダム配列のフィーチャーを生じるが、フィーチャーのサイズスケール
は材料除去操作のために使用する媒体及び／又は工具のサイズに大きく依存する。金属表
面を始めとするエッチング可能な表面上に表面フィーチャーを生じるためには、リソグラ
フィー法が通常使用される。これらの方法では、フィーチャーの規則アレイを得ることが
できる。これらの技法によって得られるフィーチャーサイズの下限は、適用される特定の
リソグラフィー法の解像度によって制限される。
【００４３】
　電気めっき法も、表面にフィーチャーを付加するために通常使用される。パターン化ア
レイをなすようにして導電性表面をマスクすることで、フィーチャーを配設すべき領域を
露出させ、これらの露出領域上にめっきでフィーチャーを堆積させることができる。この
方法は、エッチング技法で通常得られるものより高いアスペクト比を有するフィーチャー
を生じることができる。特定の実施形態では、マスキングは、十分に制御された細孔サイ
ズを有する陽極処理酸化アルミニウム（ＡＡＯ）テンプレートの使用で達成される。細孔
を通して基体上に材料を電気めっきし、次いでＡＡＯテンプレートを選択的に除去する。
この方法は、当技術分野では、ナノロッドのような高アスペクト比のフィーチャーを形成
するために通常適用される。周知の加工方法を用いて金属及び金属酸化物のナノロッドを
堆積させることができるが、これらの材料を（例えば、炭化法で）さらに処理して炭化物
のような各種セラミック材料を形成することができる。下記に一層詳しく記載する通り、
コーティング又は他の表面改質技法をフィーチャーに適用することでさらに一段と良好な
濡れ性を得ることができる。
【００４４】
　（例えば、シリコン及びステンレス鋼に対して通常使用される）レーザーミクロ加工の
ようなミクロ加工技法及びエッチング技法（例えば、シリコンに対して通常使用されるも
の）も好適な方法である。かかる技法は、突出したフィーチャーばかりでなく（レーザー
ドリリングの場合のように）キャビティを形成するためにも使用できる。複数のフィーチ
ャー３２０がキャビティ３００を含む場合、幾つかの実施形態では、表面部分１２０は多
孔質材料（例えば、陽極処理金属酸化物）からなる。陽極処理酸化アルミニウムは、幾つ
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かの実施形態で使用するために好適であり得る多孔質材料の具体例である。陽極処理酸化
アルミニウムは通例柱状の細孔を含み、直径及びアスペクト比のような細孔パラメーター
は、金属層を多孔質金属酸化物層に転化させる技術分野で公知のプロセス制御装置を用い
る陽極処理法で綿密に調節できる。
【００４５】
　要するに、当技術分野で一般に知られている多数の堆積方法又は材料除去方法のいずれ
かを使用して表面上にフィーチャーを設けることができる。上述の通り、フィーチャーは
物品１００の本体部分１１０上に直接配設してもよいし、或いは基体上に配設してから本
体部分１１０に結合してもよい。
【００４６】
　ある種の用途では、使用条件はポリマーコーティング、フッ素化材料及び他の従来の低
濡れ性材料の使用を許す。かくして、本発明の幾つかの実施形態では、これらの材料を表
面部分１２０に適用して耐濡れ性を向上させることができる。しかし、本発明の実施形態
に従って低い濡れ性を有する物品の使用が有益である多くの用途（例えば、ある種の医療
器具、熱交換器、航空機部品、及び航空機エンジンのようなターボ機械）は、従来のポリ
マー系の低濡れ性材料及びコーティングの使用を妨げる苛酷な化学的、熱的及び／又は摩
擦学的条件に暴露される。したがって、幾つかの実施形態では、表面部分１２０及びそれ
のフィーチャー１３０はいかなるポリマー材料又はコーティングも含まない。即ち、これ
らは金属材料、金属間化合物又はセラミック材料から本質的になる。しかし、これらの材
料は一般に高度乃至中位の濡れ性を有する。したがって、フィーチャー１３０の固有濡れ
性を低下させる何らかの手段が存在しなければ、本明細書中に記載するようなフィーチャ
ー１３０を設けることによる表面テクスチャー化の効果は所望レベルの濡れ性を得るため
に必ずしも十分でないことがある。
【００４７】
　幾つかの実施形態では、物品１００はさらに、表面部分１２０上に設けられた表面改質
層（図示せず）を含んでいる。この層は、一実施形態では、表面部分１２０に材料層を配
置してフィーチャー１３０を覆うコーティングを設けることで形成される。疎水性ハード
コーティングが好適なオプションの１つである。本明細書中で使用する「疎水性ハードコ
ーティング」とは、金属について認められる硬さを超える硬さを有すると共に、水滴に対
して約７０度以上の静止接触角を生じるのに十分な耐濡れ性を示す部類のコーティングを
いう。通例高い耐摩耗性を有するダイヤモンド様炭素（ＤＬＣ）コーティングが、耐濡れ
性を向上させるため金属物品上に施工されてきた（例えば、米国特許第６，６２３，２４
１号を参照されたい。）。非限定的な例として、フッ素化ＤＬＣコーティングは水による
湿潤に対して顕著な抵抗性を示した。窒化物、ホウ化物、炭化物及び酸化物のような他の
ハードコーティングも、このような目的に役立ち得る。平滑な金属基体上に堆積させた場
合に水に対して約９０度以上の接触角を生じることが本発明者らによって証明された特に
好適な候補材料には、酸化タンタル、炭化チタン、窒化チタン、窒化クロム、窒化ホウ素
、炭化クロム、炭化モリブデン、炭窒化チタン、窒化ホウ素及び窒化ジルコニウムがある
。これらのハードコーティング及びその施工方法（例えば、化学蒸着（ＣＶＤ）、物理蒸
着（ＰＶＤ）など）は当技術分野で公知であり、苛酷な環境中で特に有用であり得る。フ
ルオロシランのようなフッ素化材料も、ある種の液体（例えば、水）に対して低い濡れ性
を示す好適なコーティング材料である。最後に、条件が許せば、コーティングはポリマー
材料からなり得る。ある種の液体による湿潤に対して有利な抵抗性を有することが知られ
るポリマー材料の例には、シリコーン、フルオロポリマー、ウレタン樹脂、アクリル樹脂
、エポキシ樹脂、ポリシラザン、脂肪族炭化水素、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリ
エーテルイミド、ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリプロピレン、ポリエチレン及びこ
れらの混合物がある。
【００４８】
　別法として、表面改質層は、分子種、原子種又はイオン種を表面部分１２０中に拡散又
は注入して、表面改質層の下方の材料に比べて変化した表面特性を有する材料層を生じる
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ことでも形成できる。一実施形態では、表面改質層はイオン注入材料（例えば、イオン注
入金属）からなる。ホウ素（Ｂ）、窒素（Ｎ）、フッ素（Ｆ）、炭素（Ｃ）、酸素（Ｏ）
、ヘリウム（Ｈｅ）、アルゴン（Ａｒ）又は水素（Ｈ）のイオンによる金属材料のイオン
注入は、注入された材料の表面エネルギー（したがって濡れ性）を低下させることができ
る。例えば、Ａ．Ｌｅｉｐｅｒｔｚ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｄｒｏｐｗｉｓｅ　Ｃｏｎｄｅｎ
ｓａｔｉｏｎ　Ｈｅａｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｏｎ　Ｉｏｎ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　Ｍｅ
ｔａｌｌｉｃ　Ｓｕｒｆａｃｅｓ”，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｔｔ．ｕｎｉ－ｅｒｌａ
ｎｇｅｎ．ｄｅ／ｉｎｈａｌｔ／ｐｄｆｓ／ｔｋ＿ｇｒｅｎ．ｐｄｆ及びＸｕｅｈｕ　Ｍ
ａ　ｅｔ　ａｌ．，“Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｄｒｏｐｗｉｓｅ　Ｃｏｎｄｅｎｓａｔ
ｉｏｎ　Ｈｅａｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ：Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ”，Ｃｈｅｍ
ｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｊｏｕｒｎａｌ，２０００，ｖｏｌｕｍｅ　７８，
８７－９３を参照されたい。
【００４９】
　一実施形態では、窒化法又は炭化法のような拡散硬化法の使用で表面改質層が設けられ
、したがって表面改質材料は窒化材料又は炭化材料からなる。窒化法及び炭化法は、金属
の表面中に窒素又は炭素を拡散させ、金属中に含まれる強固な窒化物生成元素又は炭化物
生成元素と反応させ、金属組成及び加工パラメーターに応じて反応材料層或いは硬質炭化
物又は窒化物粒子の分散物を形成することで金属の表面を硬化させることが当技術分野で
知られている。鋼に対しては、窒化法は通常約５００～５５０℃の温度範囲内で実施され
る。当技術分野で知られている窒化法にはイオン窒化法、ガス窒化法及び塩浴窒化法があ
るが、これらは当該方法で使用する窒素源の状態に基づいて名づけられている。一例では
、３２マイクロインチの表面仕上を有する４０３鋼の（参照液体として水を用いて測定し
た）接触角は、イオン窒化法によって約６０度から約１１５度に増大した。鏡面仕上試験
片に適用した窒化表面の予備観察によれば、窒化法は金属の固有表面エネルギーを低下さ
せることに加えて表面にナノスケールのフィーチャーを堆積させ得ることが示唆される。
【００５０】
　表面改質層は、表面部分１２０上にフィーチャー１３０を設けた後に施工できる。別法
として、表面部分１２０上に表面改質層を施工した後にフィーチャー１３０を形成するこ
ともできる。順序の選択は、使用する特定の加工方法並びにフィーチャー１３０、表面部
分１２０及び／又は本体部分１１０のために使用される材料に依存する。
【００５１】
　上述のように、特定の表面パラメーターの選択は、一部では物品１００を使用する用途
に依存する。以下、本発明の実施形態に係る特定の用途の非限定的な例を示す。
【００５２】
　氷の蓄積：着氷は、水滴（時には過冷却された水滴）が航空機部品又はタービン（例え
ば、ガスタービン又は風力タービン）の部品のような物品の表面に衝突し、該表面上で凍
結する場合に起こる。航空機部品、タービン部品、及び自然に暴露される他の機械装置上
における氷の蓄積は、性能を低下させ、安全上のリスクを増加させ、定期的な氷除去作業
のための費用を生じる。本発明の幾つかの実施形態は、かかる表面上における氷の形成、
付着及び／又は蓄積を低減させると考えられる。幾つかの実施形態では、物品１００は航
空機部品（例えば、航空機の主翼、尾翼又は胴体）である。他の実施形態では、物品１０
０は航空機に動力を供給するために使用するガスタービンエンジンの部品のようなガスタ
ービン部品である。さらに他の実施形態では、物品１００はウィンドタービンアセンブリ
の部品である。
【００５３】
　本発明の実施形態に係る物品として好適な航空機エンジン部品の非限定的な例には、ナ
セルの入口リップ、スプリッターの前縁、ブースターの前置静翼、ファンの後置静翼、セ
ンサー及び／又はそのシールド、並びにファンブレードがある。ファンブレードのような
幾つかの部品は、時には金属で作られるものの、多くは炭素系複合材料で作られている。
かかる場合には、表面部分１２０は複合材料製本体部分１１０に結合された薄い箔（例え
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ば、金属箔）からなればよく、フィーチャー１３０は箔上に設けられる。他の場合には、
上述のような被覆方法によって複合材料製物品上にフィーチャー１３０を直接に配設して
もよいし、或いは複合材料製物品自体を機械加工又は他の方法で成形してその表面に一体
フィーチャーを設けてもよい。
【００５４】
　風速計及びタービンブレードのような各種部品上における氷の蓄積は風力タービン運転
の効率を低下させると共に安全上のリスクを増大させるので、風力タービンにとって着氷
は重要な問題である。風力タービンブレード及び他の部品は、多くは軽量化のためにガラ
ス繊維のような軽量複合材料で作られており、氷の蓄積はその効率を顕著に低下させる程
度までブレードに有害な負荷をもたらすことがある。本発明の幾つかの実施形態では、物
品１００は風力タービンアセンブリの部品（例えば、タービンブレード、風速計、歯車箱
又は他の部品）である。フィーチャー１３０は、ジェットエンジンの複合材料製ファンブ
レードに関して上述した方法と同様にしてかかる部品上に設けることができる。
【００５５】
　航空機の着氷防止用途に関連する条件下では、水滴サイズは通例約１０～約７０μｍの
範囲内にある。かかる条件に対処するためには、本発明の例示的な物品の１つは、ｈ／ａ
が約１０以下の値を有し、ｂ／ａが約４以下の値を有し、かつａが約３μｍ以下の値を有
するようなフィーチャーを設けた物品である。このような特定の場合、約２～１０の範囲
内のｈ／ａ及び約２以下のｂ／ａに関しては安定なカッシー条件の挙動が期待される一方
、約１～約３の範囲内のｈ／ａ及び約４のｂ／ａに関しては準安定な挙動が期待される。
しかし、上述した例示的な実施形態は本発明を限定するものでなく、液滴サイズ、環境変
数及び構造材料が変化すれば異なるパラメーターが適当となる可能性があることに注意す
べきである。
【００５６】
　液滴のロールオフ（脱落）：上述のように、表面フィーチャーのサイズ、形状及び配向
は、表面上における液滴の湿潤特性を決定する上で主要な役割を演じる。非ウェンゼル状
態の湿潤の必要性と低い液滴ピン止め力の必要性とをバランスさせるために上述の解析結
果を用いれば、容易なロールオフを要求するデザインを開発することができる。一例では
、リソグラフィー技法を用いてフルオロシランフィルムで被覆したシリコン基体にエッチ
ングを施すことで、約１５μｍの幅（ａ）及び約２５μｍの高さ（ｈ）を有する直角プリ
ズム形フィーチャーを設けた。様々な間隔パラメーター（ｂ＝約５～約１５０μｍ）でこ
れらのフィーチャーを用いた各種の表面デザインを、参照液体として水滴を用いて試験し
た。表面エネルギーに由来する毛管力及び液滴に作用する加圧力の解析結果に基づき、ウ
ェンゼル湿潤が起こるまでの上限は約９０μｍの間隔であることが予測され、準安定な非
ウェンゼル状態は約３０～約９０μｍの範囲内にあると計算された。約３０μｍ以下の間
隔では、ロールオフ角は高くて約６０度を超えた。しかし、６０μｍ及び７５μｍの間隔
は約２０度のロールオフ角を与えた。約１１０μｍ及び約１５０μｍの間隔を有する表面
上に配置された液滴は、表面を９０度の角まで傾斜させた場合にも表面にピン止めされる
傾向を示した。
【００５７】
　蒸気タービンの水分管理：ある種の用途（例えば、蒸気タービン）では、金属表面は衝
突する水滴及び凝縮する水滴にさらされる。タービン内で蒸気が膨張すると、流れ中に（
通例は霧滴サイズの）水滴が出現する。これらの水滴はタービンブレード及び他の部品上
で凝集し、大きな水滴として脱落するが、これはタービンに熱力学的損失、空気力学的損
失及び浸食損失を引き起こすことがある。タービン部品の表面を低濡れ性（例えば、超疎
水性）にすれば、水滴は凝集して大きい水滴になる前にこれらの表面から脱落することが
でき、したがってこのような機構は蒸気タービンにおける水分損失を防止できる。本発明
の実施形態に従えば、これらの用途で使用するために設計された表面は、一方におけるカ
ッシー状態の液滴挙動及び衝突液滴による湿潤に対する高い抵抗性の要求（これらの因子
は高密度のフィーチャー１３０を推奨する）を、小さい液滴の容易な脱落の要求（これは
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低密度のフィーチャー１３０をもった表面を推奨する）とバランスさせることによるトレ
ードオフを表している。
【００５８】
　実際問題としては、これらの設計考慮事項を適用することで、大きい接触角及び容易な
液滴ロールオフを促進する表面デザインが得られる。多くの静止用途では、液滴のロール
オフは液滴に作用する重力が液滴を表面にピン止めする摩擦力に打ち勝った場合に起こる
。ボンド数（流体力学の分野で常用されるパラメーター）を適用することで、所望の液滴
サイズでの液滴のロールオフを可能にするために所望されるフィーチャー１３０間の間隔
を推定できる。物品１００が空気力学的な力を受けるタービンブレード又は他のタービン
部品である場合、液滴のロールオフは前進力が液滴を表面にピン止めする摩擦力に打ち勝
った場合に起こる。これらの場合には、ウェーバー数（空気力学及び流体力学の分野で常
用されるパラメーター）を適用することで、所望の液滴サイズでの液滴のロールオフを可
能にするために所望されるフィーチャー１３０間の間隔を推定できる。ウェーバー数は、
所定の環境条件及び流れ条件下で得られる最大液滴サイズの推定を可能にする。このサイ
ズを考慮に入れることで、液滴に接触するフィーチャーの数を最小にし、したがって液滴
を表面にピン止めする力を最小にする表面を設計できる。液滴同士が十分に離隔していれ
ば、液滴は合体して大きい有害な液滴になる前に空気力学的な力で脱落し得る。
【００５９】
　タービン部品：幾つかの実施形態では、物品１００はタービン部品である。特定の実施
形態では、タービンは風力タービン、蒸気タービン又はガスタービンである。上述したよ
うに、かかる部品の好適な例は翼形部を含む部品であって、回転羽根及び静止部品（静翼
又はノズル）が実例である。図８に示すように、（断面図で示す）翼形部８００は、予想
される指向性の流体流れに対して前縁８０２及び後縁８０４を含んでいる。幾つかの実施
形態では、フィーチャー（図示せず）は翼形部８００の表面全体にわたって設けられる。
しかし、幾つかの実施形態では、翼形部８００の特定部分（例えば、前縁８０２及び／又
は後縁８０４）のみにフィーチャーが要求又は所望されることがある。用途の性質により
、物品上にフィーチャーを設ける範囲が決定される。
【００６０】
　以上、本明細書中で様々な実施形態を説明してきたが、当業者であれば様々な要素の組
合せ、変更、同等物又は改良を使用し得ると共に、これらもやはり本発明の技術的範囲内
に含まれることが本明細書から理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の例示的な実施形態を示す概略断面図である。
【図２Ａ】本発明の例示的な実施形態を示す概略断面図である。
【図２Ｂ】本発明の例示的な実施形態を示す概略断面図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態を示す概略断面図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態を示す概略断面図である。
【図５】本発明の実施形態に従って液滴のロールオフ角を表面の幾何学的形状に関係づけ
るプロットである。
【図６】本発明の例示的な実施形態を示す概略断面図である。
【図７】本発明の例示的な実施形態を示す概略断面図である。
【図８】翼形部の概略断面図である。
【符号の説明】
【００６２】
１００　物品
１１０　本体部分
１２０　表面部分
１３０　フィーチャー
１４０　静止接触角
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１４５　接線
１５０　液滴

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】

【図４】
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【図７】
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